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霞ヶ浦導⽔⼯事事務所管内施設⾒学受⼊要領 

 

霞ヶ浦導⽔⼯事事務所 

 

１．施設⾒学について 

 霞ヶ浦導⽔⼯事事務所管内の施設⾒学につきましては、⾏政関係者（建設関係も含む）・教育
関係者・⼀般の⽅（団体に限る）などを対象としています。 
 なお、施設⾒学は、⼟⽇、祝祭⽇及び年末年始を除く平⽇（10:00〜12:00､13:00〜
16:00）でお願いします。 
 

２．施設⾒学箇所について 

 施設⾒学は、霞ヶ浦導⽔⼯事事務所庁舎での説明は⾏わず、現地（那珂機場、桜機場、利根
機場、⼯事現場）で事業概要説明を⾏います。 
 ⾒学は、動きやすい服装でお越し下さい。ヘルメットは貸与しますが、必要に応じて⻑靴もご持参くだ
さい。 
 所要時間は１施設あたり、１時間〜２時間程度は必要なため、１時間以内の⾒学依頼はお断り
をしています。詳細については、施設⾒学窓⼝へ確認をお願いします。 
   
３．現地説明について 

 現地集合とさせていただき、現地で説明を⾏います。 
現地集合及び案内施設間の移動⼿段につきましては、施設⾒学の申請者側でご⽤意ください。 
説明内容については⽇本語のみで⾏います。外国からの⾒学者の対応は、施設⾒学の申請者側で

通訳等の準備をお願いします。 
 

４．施設⾒学の申請について 

 施設⾒学を⾏うためには、霞ヶ浦導⽔⼯事事務所⻑の許可が必要となります。事前（原則として
⾒学希望⽇の 1 ヶ⽉前）に施設⾒学窓⼝へ連絡の上、⾒学の２週間前までに申請書（別紙－
１）を作成して郵送で提出願います。 
 なお、申請書について公的機関の場合は公⽂書で、⺠間団体の場合は代表者名で提出願います。 
 

５．施設⾒学窓⼝ 

 霞ヶ浦導⽔⼯事事務所総務課が窓⼝となります。 
  住所︓〒300-0812  茨城県⼟浦市下⾼津 2-1-3 
  電話︓029-822-3007  FAX︓029-826-6099 
 

６．事故等の防⽌（保険加⼊等）について 

 霞ヶ浦導⽔⼯事事務所管内の施設⾒学は、事故・怪我等を防⽌するため、当事務所職員等の指
⽰を遵守し、勝⼿な⾏動を取らないようにお願いします。 
 また、申請者側で保険に必ず加⼊頂くとともに、転倒、転落による事故・怪我等については⾃⼰責
任となりますので申請者側の責任で対応をお願いします。 
 

７．施設⾒学の中⽌について 

 霞ヶ浦導⽔⼯事事務所では、地震・台⾵・集中豪⾬等による防災業務等が⽣じた場合は施設⾒
学を中⽌させて頂きます。このため、申請書（別紙－１）には、連絡者として２名の名前と携帯番号
の記載を必ずお願いします。 
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別紙－１（申請書） 

 

令和○○年○○⽉○○⽇ 

 

国⼟交通省関東地⽅整備局 

霞ヶ浦導⽔⼯事事務所⻑  様 

 

○○○○○○（※組織名） 

○○⻑ ○○ ○○ 

（※役職・⽒名、押印省略) 
 

 

施設⾒学について（依頼） 

 

【※依頼⽂の参考例】 
 このたび、本学学⽣の教育指導のため（※⽬的を記載）、下記により施設⾒学の受け⼊れをお願
いします。 
 なお、霞ヶ浦導⽔⼯事事務所管内施設⾒学受⼊要領の内容を理解し、遵守することを誓約しま
す。 
                      （※最後の「なお」書きの⼀⽂は必ず記載） 

 

 

記 

 

１ ⽇ 時  令和○○年○⽉○⽇（○） ○○時○○分〜○○時○○分 

 

２ 場 所  国⼟交通省関東地⽅整備局 霞ヶ浦導⽔⼯事事務所管内 

 

      ３ 参加者  ○○○○○○(※参加部署や職種など） 

           ○○⼈（参加者名簿を別途添付願います） 

 

      ４ 連絡者  役職・⽒名 ○○ ○○ 

                    携帯番号  ○○○ー○○○－○○○○ 

 

           役職・⽒名 ○○ ○○ 

                    携帯番号  ○○○ー○○○－○○○○ （※必ず２名記載） 
    （※⾒学当⽇に中⽌になることも想定されるため、当⽇連絡の取れるお電話番号をご記⼊下

さい） 
 

                                                                       


